
令和６年度第１回総合教育会議 議事録

１ 開催日時

令和 6年 6月 26 日（水） 13:15～14:45

２ 出席者

(１)構成員 市 長 園田 裕史

教 育 長 遠藤 雅己

教育委員 中嶋 剛

教育委員 船橋 修一

教育委員 朝長 昭光

教育委員 宮本 真由美

(２)説明者 教 育 政 策 監 江浪 俊彦

教 育 次 長 川下 隆治

こども未来部長 杉野 幸夫

教育総務課長 楠本 奈津子

学校教育課長 堺 邦寿

文化振興課長 大野 安生

(３)事務局 企画政策部長 山中 さと子

企画政策課長 三岳 和裕

３ 協議

（１）ミライへつなぐ学校教育プロジェクトの進捗について

（２）芸術文化の振興策の現状とこれからについて

４ その他

５ 閉会

[資料]

１ ミライへつなぐ学校教育プロジェクトの進捗について

２ 大村市統一型制服導入に伴う「新たな生徒心得」について

３ 大村市統一型制服着こなしガイド

４ 芸術文化の振興策の現状とこれからについて
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企画政策部長 山中 さと子

定刻になりましたので、ただいまから令和 6年

度第 1回総合教育会議を開催いたします。

本日司会をいたします、企画政策部の山中です。

よろしくお願いいたします。

本日は佐古委員がご欠席となっております。

それでは会議に入ります前に、お手元の資料の

確認をお願いいたします。

配付しております資料は、会次第、出席者名簿、

配席図、それから本日の議題の協議資料といたし

まして、1.ミライへつなぐ学校教育プロジェクト

の進捗について、2.大村市統一型制服導入に伴う

「新たな生徒心得」について、3.大村市統一型制

服着こなしガイド、4.芸術文化の振興策の現状と

これからについて。以上でございます。不足等ご

ざいませんでしょうか。

それでは早速、会議次第に沿って進めてまいり

たいと思います。開会にあたりまして、大村市長

園田 裕史がご挨拶申し上げます。

大村市長 園田 裕史

皆さんこんにちは。本日は令和 6年度第 1回目

の総合教育会議に、大変お忙しい中お集まりいた

だきまして、ありがとうございます。

また、日頃から大村市の教育行政全般にわたり

まして、本当にいろんな形でご助言、ご指導を賜

りまして、ありがとうございます。

私が今着用しているものですが、今度 7 月 23

日からボートレース大村で開催される、ＳＧオー

シャンカップと言われるビッグレースをＰＲする

ボウリングシャツになります。ＳＧコンプリート

アニバーサリーという形で、ＳＧレースというの

は、8大競走で 8つあるんですけど、8つとも全部

取りました。全国 24 場あるうちの、8つとも全部

ＳＧを開催しているのが、大阪の大都市の住之江

と大村だけです。昨年度は、ＳＧレースというビ

ッグレースがなくても、売上げ日本一になりまし

て、それはボートレース 71 年間の歴史の中で、Ｓ

Ｇがないところが売上げ日本一になったのは、史

上初ということで、昨年度、4年連続日本一を獲

得することができました。今年度は、夜開催して

いるミッドナイトレースというのも昨年度より倍

になりますし、ＳＧレースはこうやってあります

ので、今年度も 5年連続売上げ日本一になるとい

うのが、ボートレース大村の至上命題だというこ

とで、管理者に発破をかけているところです。

こういったボートレースの収益金を、今まさに

実行している小中学校の校舎の建て替え、長寿命

化、改修、改造、こういったものに充てさせてい

ただいています。

もちろん教育委員の皆さんもご承知のとおりで

すが、大村市は人口が今もずっと増え続けていて、

もう今年、年度内には 10万人いきますということ

で、子どもの数も減っていない。竹松小学校、富

の原小学校は、マンモス校で県内 1位、2位とい

うことで、こういった状況がある中で学校の建て

替えをしていかなければなりません。ニュース、

新聞を見れば、長崎県内、例えば長崎市、島原市、

佐世保市とかの 3つの学校を 1つに統廃合すると

いうことが、よくニュースに出ていますが、大村

は遠藤教育長の方針のもと、安易な統廃合はしな

い、安易なというか統廃合しないということです。

つまり、21校すべてを建て替える方針を進めてい

く。そこにお金は何百億もかかりますので、それ

にボートの収益をきっちり充てて、将来の子ども

たち、将来世代にツケを残さない、今やれること

をきっちりやっておくということにお金を使わせ

ていただくように、議会でも説明しています。向

こう 10年は、計画をずっと組んでいますので、建

て替えが進みます。10年後も次の計画を作ります

から、そう考えると 30年ぐらいずっと建て替えが

進むのではないかというふうに、計画をされてい

るところです。こういったこともあって、諌早市、

それと東彼杵町が、給食の無償化を始められてい

ますが、全国のいろんな自治体でも、特に市長選

挙があったりすると、給食を無償化しますという

ことを公約に掲げられているところが始めたりす
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ることがありますが、それを否定はしませんが、

諫早市でいうと、1年間で、6億円ぐらいかかりま

す。ということは 10年経つと 60億です。決して

否定はしませんけど、とても大変になるというこ

とを現場の職員からは聞いています。これがいい

のかどうかというのは、私はよく考えなければい

けないのではないかということを選挙でも言いま

したし、まずは、給食は申し訳ないけれども、ご

協力いただいて、この建て替えとか、将来的なハ

ード整備のものにボートのお金を活用させてくだ

さいと言って、再選させていただいたので、全て

の皆さんが理解されているとか、了解されている

とは、とても思っていませんが、丁寧な説明を繰

り返しながら、今後もいろんな形でできることは

きっちりやる、将来的に必要なお金というのを丁

寧に説明しながら進めていきたいと思っています。

とはいえ、これだけ食材費が上がっているので、

大村の給食費も実は上がっているのです。それで

給食費は改定しました。300 円台に上げました。

ところが、保護者から徴収する分は、これまで通

り中学校 280 円、小学校が 225 円ということで、

変えずに上がり幅の分は市が全部負担しています。

これに今年度が 8300 万円投入していますから、あ

る意味、給食費無償化みたいな補助を、やってい

ないと言えどもやっているようなことだと、ご理

解いただければありがたいなと思っております。

それと、就学援助を受けている、家計が厳しいご

家庭の給食費は頂戴していませんので、しっかり

丁寧に説明をしていきたいなと思っております。

そういった形で、ボートレースの財源を、ハード

整備、市役所を建て替えたり、環境センターを作

ったり、小中学校を建て替えたり、グラウンドを

改修したり、こういったことに活用させていただ

きたい。そうしないと、約 20年前ボートが 24場

中 24 位、市の赤字、公共施設の利用料が上がった

り、町内会長さんの手当が 30円下げられたり、こ

ういったことがありました。市の職員の給与が、

全体で3年間で4億5000万円給与削減にも手をつ

けたということが昔あったんですけど、そうなら

ないようにしたいなと思っています。ということ

でボートの財源しっかり教育に充てさせていただ

きたいと思っています。ちなみにエアコンも、中

学校の給食センターも全部ボートのお金です。こ

ういう形で活用させていただいていますので、よ

ろしくお願いします。

そういったことで今 6月定例議会真っ只中です

けれども、今日も傍聴にお越しいただきまして、

ありがとうございます。大村市の総合教育会議は、

傍聴者が今までゼロだったことが多分 1回もない

んですよ。記録を更新いただきましてありがとう

ございます。それだけ関心が高いということで、

今ちょうど議会があっていますけど、議会でも毎

回議員さんから一般質問があって、教育長をはじ

め政策監、教育次長と答弁させていただいていま

す。そんな中でもちょっとショッキングだったの

が、不登校の数が先般、教育委員会の答弁の中で

あって、昨年度の倍です。それで、総合教育会議

の中でも 1回、NPO 法人 schoot の代表の内海さん

を呼んで、お話をみんなでシェアしようというこ

とで集まってもらいましたが、あのときに内海さ

んが、今後このまま黙って何も対策しなかったら、

5年後には今の倍の数字になっちゃいますよ、と

いう警鐘を鳴らしたいと説明をされたんですよね。

それが翌年にこういう状況になったということで

す。内海さんの投稿にもありましたけど、ここま

で来ると、学校が悪いとか、親が悪いとか、本人

の無気力がどうのこうのとか、そういう問題じゃ

ないと。社会全体で解決していかないと、なかな

か難しいという投稿がありました。まさにおっし

ゃるとおりだと僕も思っていましたし、とにかく

遠藤教育長ともずっとこの不登校をどうしていく

かという話をさせていただいています。もっと言

うと、小 1から義務教育が始まりますけど、小 1

より前、未就学児のときに、保育園・幼稚園で、

なかなか馴染めないとか、もしかすると、発達に

遅れがあるとか、親御さんの問題があるとか、小
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学校に入る前に早めにケアができたら、少し違う

かもしれないので、そこにも力を入れなければい

けないというふうに思っていて、0歳から 15 歳の

ラインで、どういうふうに対処していけるかとい

うことを、プロジェクト的に始めなきゃいけない

というふうに思っています。それともう一つは、

この前教育長とも話をしていたのですが、本当に

学校の現場の先生には一生懸命頑張って、よくや

っていただいています。僕も本当にそう思います。

卒業式や入学式、学校現場に行ったりすると、子

どもたちが本当に先生を慕っているということは

よくわかります。なので、学校の現場がすべて悪

いとも思わないし、学校の現場だけということで

は絶対にないと思います。私 47 歳ですけど、昔だ

って学校の先生に問題があったことはいっぱいあ

ったと思いますし、正直あると思います。だから、

程度の問題が昔と今を比べてどうのこうのと言っ

ている場合ではなくて、本当にどういうケアが今

必要かということを、学校現場として改善すべき

ところは改善していく。それと、無気力になって

いるというのも、昔と今と多様性でいろんな学び

の方法があるから、これもあるのだと思います。

そうじゃない、学校が・・と言う方もいますけど、

それだけではなくて本人の問題もあると思うので

すよ。そこには当然、家族の問題があって、家族

が学校と早めに関わることができたら、少し違っ

たりするかもしれないし、家庭教育の問題もある

と思いますので、これを総合的にやっていかない

といけないなと思わされる不登校の数字でした。

これを今後の総合教育会議でもう 1回、もう 1回

というか何度でもまたやらせていただきたいなと

思っております。そういう課題は課題で解決しな

ければいけない、真剣に向き合わなければいけな

いということもありますけれども、一方ですごく

活躍している子どもたちもいっぱいいて、今年度

は北部九州インターハイということで、たくさん

大村市出身の子たちがインターハイ出場を決めま

した。特に大村市では、男女ソフトボール、ここ

には大村工業高校と、女子は向陽高校が出場を決

めましたし、卓球はシーハットであって、ここは

男女とも鎮西が優勝したのですが、男子のキャプ

テンをしている子は大村の子です。女子も大村の

子がいるみたいです。あと、大高、城南のボート

部とか、みんな活躍してくれていますので、しっ

かり応援をしていきたいと思っております。加え

て、今日の話題の中にもありますが、遠藤教育長

が、一芸に秀でるということをずっと繰り返し言

っていますけど、一芸に秀でるという中で、スポ

ーツ、文化、芸術、お勉強ももちろん大事で、お

勉強を頑張った子たちにも支援しようと、今アメ

リカに留学している子に、返さなくていい奨学金

を出しています。これも勉強だけじゃなくてスポ

ーツ、文化、芸術でも出そうということで、その

中の芸術でアメリカに行っている子に出している

のですけれども、そういう全国でもなかなかない

給付型奨学金の取組を進めております。こういっ

たことを進めている中で、今日は文化芸術という

ことで、スポーツはさっき言ったように、インタ

ーハイなどいっぱいあるのですけど、文化芸術に

も力を入れたいということもあって、今キッズブ

ラスとか、合唱団とか、吹奏楽とか、いろいろ取

り組んでいます。そこに対して、さらに力を入れ

ていきたいということが 1つあります。それとも

う 1つの議題は、ミライへつなぐ学校教育プロジ

ェクトということで制服の統一、それと評価制度

の見直し、学校区の見直し。これは竹松、富の原、

郡中、桜中がマンモス校になっているということ

や、福重小学校の建て替えをしていますけど、学

校の建て替えというのはすごいインパクトがある

んだなと思って。福重小学校の周りに、めちゃく

ちゃ家が建ち始めて、大人気スポットになってい

るんですね。これは 1つ気づきで、学校が建替わ

る、新しくなるというのは、若い保護者の方々、

子どもたちにすごくプラスの、まちづくりの変化

に影響があるのだなと思わされました。そんなこ

とも少しおさらいをして、今の進捗を確認してい
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きたいなというふうに思っておりますので、ぜひ

また忌憚のないご意見をたくさんいただければと

思います。いつも時間がオーバーして足りなくな

ってしまいますので、あまりたくさんは駄目だと

言われて、今日はテーマを 2つにしましたので、

ゆっくりご意見いただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。ちょっと長くなりまし

たけれども、冒頭のご挨拶とさせていただきます。

最後にもう 1つだけ、今日実は、総合教育会議

が終わった後、竹松の自衛隊に行って、新しく来

られた水陸機動連隊の方々、隊員さんが 750 人い

らっしゃるので、隊員さんに町内会に入ってくだ

さいねというお願いに行ってきます。新しく来た

人に町内会に入ってもらうことが大事だと思って

いるのと、今年度、残念ながら町内会の加入率が

いよいよ 70％を切って 69．4％になってしまいま

して、人口が増えて世帯が増えているので、分母

が増えているから、そのまま行けば単純に減って

しまうので、前回が 71.8％だったので、しょうが

ないかと思うのですが、そうも言っていられない

ので、町内会に入ってくださいというお願いと、

数字は正直二の次で、どうでもいいことはないけ

ど置いといて、町内会に入ってもらって、地域活

動にということを、若い親御さんが思っていただ

けないと、さっきの不登校の改善とか、子どもた

ちのフォローができないと思うのです。だから町

内会に入ってくださいということを言いに行きた

いなと思います。その竹松に行って帰ってきた後

は、去年まで大村の中学生で、ソフトボールを頑

張って日本一になった子が、佐賀に進学したので

すけど、佐賀の学校でインターハイに出るという

ことで、わざわざ佐賀から帰ってきて、市長表敬

に来てくれます。これが本当に嬉しくて、たとえ

県外に行ったとしても、大村の小・中学校で育っ

て大村で自分たちはお世話になったということを、

後からでもこうして来てくれることが本当に嬉し

いなと思うし、今日たまたま来てくれる子は、大

中で生徒会長まで務めて、私は大中の卒業式に行

けなかったのですが、行った人たちが口を揃えて、

「あんな答辞は初めて聞いた」というくらい素晴

らしい答辞をやってくれた子です。その子が帰っ

て来て、報告に来てくれます。だから、文化やス

ポーツや芸術、または勉強で外に出たとしても、

こうやって大村で育ったのだと思ってくれる子ど

もたちが、もっと増えていくよう、さらに力を入

れていきたいなと思っていますので引き続きよろ

しくお願いいたします。本日はこうやって、また

総合教育会議を開催できまして、本当にありがと

うございます。

企画政策部長 山中 さと子

それでは、次第「3 協議」に移ります。

ここからの進行は、大村市総合教育会議運営要

領第 3条に従いまして市長が行います。園田市長、

お願いいたします。

大村市長 園田 裕史

それでは協議の 1番目ですけれども、ミライへ

つなぐ学校教育プロジェクトの進捗について、で

ございます。まず事務局から説明をお願いします。

学校教育課長 堺 邦寿

それでは学校教育課から、ミライへつなぐ学校

教育プロジェクトの進捗について説明いたします。

1つ目は、学校規模の適正化についてです。学

校規模の適正化につきましては、大きく 3点の柱

がございます。1点目は、特別転入学制度の拡充、

2点目が、施設一体型の小中学校設置、3点目が校

区の見直しでございます。1点目の特別転入学に

つきましては、現在、黒木小、松原小で導入をし

ておりますが、この制度を拡充することとしてお

ります。これにつきましては、該当の学校におき

まして、保護者等にも説明を行っているところで

す。2点目の施設一体型の小中学校につきまして

も、教育委員会事務局としての考えを地域の方々

への説明を済ませているところです。3点目の校

区の見直しにつきましては、該当地域の状況を十

分に踏まえて、現在検討を重ねているところです。

現在は、検討案の準備を進めているという状況で
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す。

2つ目の中学校統一型制服の導入につきまして

は、最後にさせていただきまして、資料 1の 3つ

目、自信を持たせる学習評価についてご報告しま

す。令和 4年度に「自信を持たせる学習評価」の

在り方ハンドブック vol.１ を作成しております。

このハンドブックをもとに、各学校において学習

評価の実践、そして改善の繰り返しを行っている

ところです。各学校における実践につきましては、

年間 2回開催しております教務主任研修会の折に

持ち寄り、それを市内全校に広げるということを

進めています。令和 6年度についても、この取組

を進めていくこととしております。

では戻りまして、2番目の中学校新制服の導入

についてです。中学校統一型制服は、令和 6年度

から供用を開始しており、市内 6校、全中学校の

1年生が新制服を身につけて入学式を迎え、現在、

学校でもその制服を着用しています。この新制服

の供用に伴い、校則の市内統一、見直しを昨年度

行っております。それが今お手元にございます、

資料 2、大村市統一型制服導入に伴う新たな「生

徒心得」になります。この生徒心得が、市内統一

として現在各学校の校則となっています。校則の

見直しにつきましては、昨年度市内の生徒指導部

会を中心に協議を行い、このように定めていると

ころです。この新たな「生徒心得」を作成するに

あたって、重視してきた 5つの事項がございます。

1点目は、「生徒心得」に合理的な理由があるか、

ということです。信頼される学校にするためには、

生徒保護者の理解が必要であり、そのために合理

的な説明ができるかを重要視するというのが 1点

目です。2点目は、教育的目的があるか、という

ことでございます。これにつきましては、生徒を

教育する目的から外れていないかを常に確認する

こととしております。3点目は、“中学生らしい”

という言葉はいつの時代の、誰にとって中学生ら

しいなのかが、不明確であり、合理的な説明がで

きないということを、しっかりと認識するという

ことです。

4点目は、これまで問題がなくても、生徒の権利

や「生徒心得」に対する生徒・保護者の理解、要

望という観点から、絶えず見直しを行うという意

識を持つことをあげております。5点目は、多数

決だけでは決められず、少数意見も大切にしなが

ら、その後、十分協議を重ねた上で決定していく

ということです。5つの事項を重視して、今回の

「生徒心得」を設定しております。

ここで「生徒心得」のいくつかを紹介します。

服装の部分では、まず【アンダーウェア】のとこ

ろをご覧ください。赤字で示しているところです。

色は白・黒・紺・グレー・ベージュの単色・無地

のもの（ワンポイント可）とし、シャツから出な

いように着用する。また、【靴下】のところは、色

は、白・黒・紺・グレーの単色・無地のものとす

る（ツーポイントまで可）。但し、アンクルソック

スは不可とする。【下靴】につきましては、白また

は黒を基調とした運動靴を使用。但し、白または

黒を基調とするとは、白の無地に白ライン、また

は、黒の無地に黒ラインを意味する。【カバン】に

ついては、各中学校の指示に従うものとしており

ます。裏面【頭髪】につきましては、4番をご覧

ください。一部だけ極端に伸ばしたり、短くした

りするような特殊な髪形にしてはならない、とし

ており、イラストを参照するようにしています。

また、この「生徒心得」につきましては、毎年見

直す機会を設け、市内中学校でも確認をしており、

それぞれの学校で、その都度検討をしていくこと

としています。また、学校単独ということではな

くて、校則の見直しが必要な場合につきましては、

市内 6中学校で、その情報を持ち寄り、検討し運

用していきます。資料 3をご覧ください。制服の

着こなしについて、それぞれ冬服、中間服、夏服、

の着こなしをイラストで示しています。このイラ

ストをもとに各中学校において、適正な着こなし

がなされるように指導をしているところでござい

ます。担当課からの説明は以上でございます。
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大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。ちなみに、4・5・6月

と 3ヶ月弱経過して、何か課題とか問題とか、そ

ういったものが各校、学校現場から何か上がって

きていますか。

学校教育課長 堺 邦寿

大きなところでの問題というのは届いていない

ところですが、2年生 3 年生の子どもたちが、ポ

ロシャツを着たい、という声が、少しあったとい

うことを伺っています。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。2年生 3年生も、ポロ

シャツを夏に、という声があったみたいですけど、

そこは一応委員会としては、着ている子、着てい

ない子というのがあるし、今までのものがあるか

ら、それを活用しようというふうに整理をされて

いると私も聞いています。本当にこれは毎回言い

ますけど、正直最初 3年前に遠藤教育長が、学校

教育プロジェクトを走らせるということで、全部

重たい案件で 3つありました。なかなか簡単にい

かないだろうということと、中学校の制服の統一

というのは、県内でどこもやっていませんでした

し、そんなにスムーズにはいけないかな、という

ふうに思っていたのですが、教育委員の皆さんに

もご協力いただいて、学校現場、保護者、ＰＴＡ

も一枚岩になって、正直こんなに短期間で実質

1・2年ほどで導入まで進められたということは、

本当に素晴らしいことだなと思います。その結果

として、一番の課題であった価格差の問題の解消

もできました。今、多様性をと言われている社会

の中で、そこに向けた、先駆けた対応であったり、

実際にそういったいろんな感情をお持ちの子ども

たちも沢山いますから、そこに対する配慮であっ

たり、または令和 8年度の休日部活動の地域移行

に向けた取組の中で、制服が統一であるがゆえに、

地域クラブ活動でも同じ制服ということで対応が

できます。いろんな事情で学校を転校したりする

場合も、制服が変わらないという利点もあります。

あとは先程の、町内会に入ってほしい、地域を愛

してほしい、ということにおいては、愛校心もも

ちろんですけど、統一した制服は大村市に対する

郷土愛を育むというところにもなります。各学校

についてのアイデンティティーは、スクールマー

クで各学校を認識させるなど細部にわたって取組

が進められたことは本当に良かったなと思ってい

ます。それと私、現場の子どもたちから声をいろ

いろ聞いたときに、「ツーブロックが何で駄目なの

ですか。」とか、「靴は何でもいいじゃないですか。」

とか、これはうちの息子のときも、「靴は何でもい

いじゃないか。」と僕が言ったら、「いや、靴は何

でもは駄目なんだ。」と言われたので、「メーカー

は何でもいいじゃないかって。」親としても思った

のです。それも解消された。靴下の色も、アンダ

ーウェアの色も解消された。今、堺課長からあっ

たように、3ヶ月通して、いいよと言ったら、い

いよと言った中でちゃんとルールを守ってくれて、

震災刈りと言われる、右が長くて左が短い髪とか、

ツーブロックのやり過ぎとかは、あっていないと

聞いていますので、本当に良かったなと、ちゃん

と中学生が自分たちで、どこまでがいいのか、ど

こまでが許容範囲だろうと考えて守ってくれてい

るのかなと思って、非常に良い取組がスタートし

たなと思っています。

そういったことも含めて、学校規模の適正化、

中学校新制服の導入、自信をもたせる学習評価と

いうことで、3点進捗を確認したのですけども、

委員の皆様から、ご意見等ありませんでしょうか。

自信を持たせる学習評価については、一旦整理

が終わって、学校現場の先生方がこれを活用して

いくということになっているので、あとはこれを

活用した先生方のスキルアップと、さらにこの中

での改善点を、現場で進めていくということなの

で、あまりここで議論するようなことでもないの

かもしれませんが、まず 1個ずつ、学校規模の適

正化ということですけども、ちなみに教育行政と

は別として私から言えるのは、竹松小学校が非常
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にマンモス校です。郡中学校もマンモス校です。

富小はだいぶ落ち着いてきましたけど、桜中もマ

ンモス校です。この状況が今ある中で、小規模校

については、黒木、松原は特別転入学制度が導入

されています。もう 1校の小規模校の東大村小学

校は、議会で遠藤教育長から発表も終わって説明

していますけど、来年、令和 7年 4月から、特別

転入学を東大村もできないかなと。山手なので自

然とか、いろんな東大村の特徴を生かした、特殊

性のある特別転入学ができないかと検討していま

す。小規模の解消というのは、そういった特別転

入学とか、ＩＣＴを活用したということで進んで、

大規模については、竹小、郡中、富小、桜中を今

から解消していくという中で、周辺事情としては

福重小学校が増えてきています。非常にニーズが

高くなっています。これは竹小のニーズですね。

こういった状況があるので、そこをどう考えてい

くかというのと、ただその中で校区を見直してい

くということを慎重にやっていかないといけない

と思いますけれども、それだけでは今後、新幹線

の駅前の道が、郡中学校まで抜けましたよね。小

路口とか、あの周りにまだ家がこれから建つと、

将来的に富の原とかみたいに小路口、鬼橋に開発

が進むとなると、また竹松小学校がマンモス校に

なるので、そういう将来的なものを見ながら解消

を図っていかなければいけないと思っております。

中嶋委員、お願いします。

教育委員 中嶋 剛

まず規模の適正化ということで、いわゆる統廃

合は行わないということで、遠藤教育長もおっし

ゃいましたね。それはずっと堅持していくという

ことであれば、黒木とか松原は一つの特色という

のがありますね。今度新たに、東大村に特色を設

ける。何を特色としてやっていくのか。これも説

明がないですけれども、その点を私たちにもお聞

かせ願いたいと思います。

大村市長 園田 裕史

今の時点で教育委員会からお答えできるところ

をお願いします。

学校教育課長 堺 邦寿

東大村小学校におきましては、これまで長くお

茶摘みの体験を通した、地域産業についての学習

をしております。それとあわせて、その他の体験

活動も現在、学校として考えています。体験活動

を中心にしながら、進めていく予定です。また、

今後も学校と検討しながら進めて参ります。

教育委員 中嶋 剛

竹松小学校の校長と話す機会が結構あるのです

が、今、竹松小がちょうど、1が 4 つ並ぶのです

ね。1111 名で、いわゆる超マンモス校。何か不都

合な点はあるね、と聞くと、校長としては、子ど

もたちについては、そうありません。ただ、教員

の評価とか何とかを校長がしなければいけません。

そうした場合に、ものすごい数の教員の分をしな

きゃいけない。これが大変ですと、そういうこと

をおっしゃった。なるほどねと思いました。統廃

合をするとなれば、もう一校学校を設ければ、富

小と竹小を分けて、新しい学校が作られればいい

のですけども、そういう形も今のところは考えら

れていないと。当然、予算措置がまた非常に問題

になってくるだろう、土地もそうですし、いろい

ろあるだろうと思って、じゃあ現状のままでいか

なければいけないなということですよね。だから、

副校長というのを置いていることは非常にいいな

と。校長がだいぶ助かっています。今、県教委の

おかげで、大村市内も、副校長を小学校 4名、中

学校 4名の、8 名の副校長を置いていると。これ

が非常に私はいいなと思います。私たちの頃は当

然、そんな副校長なんておりませんでした。校長

が随分と助かっている。職員も、そして、教頭も

助かっている。こういうことで、県教委はよく見

てくれたなあと。本当に良かったと思っておりま

す。

もう 1つ質問は、同一施設を小中学校で使うと。

萱小と萱中が、同じ施設を使うというこの問題に

ついては、どのような進捗でしょうか。
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学校教育課長 堺 邦寿

施設一体型の小中学校の設置につきましては、

萱瀬小・中学校において、考えています。令和 4

年度中に萱瀬小・中学校の学校支援会議、地域の

方々にご説明をしました。現在、小・中学校の施

設一体型について、市教委の考えを地域の方々に

お伝えし、そのお返事を今後いただかないといけ

ないという状況です。地域の方々のご了解が得ら

れて、建設にかかるのは、まだ随分後の話にはな

りますが、まずは地域のご意向をしっかりと伺っ

て参りたいと思っております。

教育委員 中嶋 剛

そうすると結局、青写真というか、いつ頃まで

に、賛成が多ければやりたい、という目処はまだ

ないわけですね。

大村市長 園田 裕史

一応さっき、学校の建替えを計画的にしていき

ますよという、粗々というか、ちゃんと公にして

いる計画があって、例えば今進んでいるもので、

福重を建て替えたり、放虎原を長寿命化したりと

か、令和 5年度から始まって、今年度 6年度は、

三城を建て替えたり、玖島中、旭ヶ丘、郡中の体

育館とかがあります。来年度が中央小とかもあり

ますので、その年度にどこを、という計画上は、

萱瀬の小中のその先もあるのですけど、自分とし

ては、教育長も、施設一体型というのはすごく力

を入れられているので、地域との確認次第ですが、

早められるものは早めたいと思っています。それ

がいつ頃かというのは、まだ今から地域の同意を

得ながら、中学校と小学校と 2ヶ所ありますから、

どっちをどうとか、整理をしていかないといけな

いと思いますね。ただ、大村で初めてそういう取

組をしますし、そこに意味を持たせて、一体型と

いうことになるので、とても良いプロジェクトだ

と思います。私としても、教育長がこういう形で

やりたいというのを、財政的にも全面的にお手伝

いできるように、考えたいと思います。

教育委員 中嶋 剛

ぜひ前向きに検討していただければと思います。

ところが、俗に言う小中一貫校ではないわけです

よね。施設を小学校と中学校が使うのだと。同じ

ところでやるということですから、非常に新しい

試みです。私は、本当に大村の 1つのまた目玉に

なって良いなあと思っております。

教育委員 船橋 修一

今の中嶋委員に準じるのですけど、業者として、

長崎県、佐賀県、福岡県の学校関係の新築に関わ

っているわけですが、最近の流行りというか、施

設を一体化する。私立の方から始まっているので

すが、ＩＴ教室ですよね。おそらく今度の福重小

もそうなると思いますがＩＴ教室になってくると、

施設もそうですし、設備に相当お金がかかります

よね。そこをやっぱり共用するということで、施

設の統一性を図るということ、この合理性が出て

くるのかなと。それと小学校から始まる英語教育

だとか、こういったところでの教員の融通ですよ

ね。今後ますます複雑化して、科目が増えてきて、

ということになってくると、施設の統一化、小中

の一貫化、中高の一貫化というのが加速していく

のではないかなという気がしています。まだ数字

がよく把握できてないのですけれども、どうして

も中高一貫ということになってくると、大村から

出て行ってしまうという子が増えますよね。来る

子はほとんどいないけど、出て行ってしまう人も

いる。今、子どもは増えている段階でしょうが、

特に長崎市内はもう、統廃合しなければならない

という段階になってきますので、全く考え方を変

えてきていますね。ですから、学校の設備そのも

のが相当変わってくるのかな、ということを考え

ております。追々こういったことがある程度具体

化して、資料としてお出しできる段階になってく

ると、ご協力してどんどん出していきたいと思っ

ております。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。以前、教職員の働き方

改革について、船橋委員から貴重な意見をいただ
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いて、やっぱり学校の現場の先生方が余裕を持っ

て子どもたちに対応するために、ＩＴ、ＩＣＴで

改善できるものは改善をしたい。そこに財政的な

措置が必要な場合は、積極的にやりたいと私も思

っていますので、そこは江浪政策監に私もお願い

して、とにかく総洗い出しをやって欲しいと、現

場から何が改善してもらえたらいいのかとか、

変えられるものは変えたいと思っていますので。

当然建て替えるときや、改修するときがいいタイ

ミングでもあるので、そういうふうにしていきた

いなと思います。例えば長崎とか佐世保とか、私

が言うことじゃないですけど、統廃合するのであ

れば統廃合したことを、ピンチをチャンスと捉え

て、統廃合になって寂しいけど、何か特色のある

小中学校になるのだよ、みたいに打ち出せば、あ

る意味人気の学校になるかもしれないですよね。

教育委員 朝長 昭光

ちょっと話は変わるかもしれませんが、私は開

業する前は長崎の横尾にいました。うちの息子た

ちの時にはマンモス校と言ってましたが、今はオ

ールドタウンですよ。子どもがほとんどいなくな

るし、しかも横尾は、滑石からちょっと離れてい

るので、どうしようもない感じで、学校がなくな

ったら遠くまで歩いて行かないといけないという

問題が起こるのですね。大村も杭出津のあたりは、

以前は私の同級生は杭出津の住宅だけで 50 人ぐ

らいいて多かったのですけれども、今はもうパラ

パラです。子ども会も成り立たないぐらいに。今、

富の原や竹松からずっと広がっているのは、新し

い家が出てきて、親が住む環境が非常に子どもの

環境にもいいと。そういう面で増えているのです

けど、逆に減っているところは減っていくので、

まちづくりの将来的なことも考えて、減っている

ところをいかに活性化していくかというのも大切

なのではないでしょうか。例えば三城小学校はガ

タッと減ってきたけど、最近は少しずついろんな

ところで増えてきて、どうにかなってきていると

思っているんですよ。だから行政のまちづくりは

大変でしょうけど、長い目で見て、増えていると

ころはいいけれども、逆に減っていくところも出

てくるので、そこに、いかにして親たちが住んで、

近くの学校にやらせたいと思うようになるとか。

学校が綺麗になるということも 1つなのでしょう

けれども、そういった対策、空き家が増えてきて

いるので、空き家対策、アパートなんかでも、綺

麗なアパートがあればみんな入って来るのですけ

どね。そういったことも含めて、市の方で一生懸

命頑張ってもらえたらいいのではないかと思って

います。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。そこは、特に教育委員

会、教育次長の方になると思うのですけれども、

学校をやっていく中で、当然、木場スマートイン

ターチェンジができたことによって、旭が丘小学

校区の周辺の人が増えて、非常にマンモスになっ

てきています。今度新幹線の駅前に 191 室のマン

ションができますので、あそこが町名的には植松

3丁目になるので、実は西小じゃなくて、中央小

になります。中央小が今減ってきていて、どうし

ようかと言っていたときに、中央小が増える材料

にはなってきていると。じゃあ西小のエリアはど

うかという時に、今度市としては、さっき言った

新幹線の道向かいの、例えばうえだ皮ふ科さんの

裏手のあたりを、郡川沿いに 20ヘクタールぐらい

開発をしようと今計画をして、道を通そうとして

いますので、当然そういうところができてくると、

宅地にせずとも、また家は建ってくるだろうとい

うことが予想されます。じゃあそれが西小なのか

竹小なのか、または萱瀬なのか、そんなことも考

えて、我々は我々でまちづくりをしていく中で、

校区がどこになっていくかということもちゃんと

考えていかないといけないなと。黒丸はもっと、

沖田のところからさらに北部にまだまだ家が建つ

余裕がありますから、そこをどう見ていくのかと

か、今朝長委員がおっしゃったように、そういう

視点も持って、今まさにこの三城は減り続けてた
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のですけど、駅前にマンションが整備されたこと

によって、一気に児童数が増えてきたりしていま

すので、まちづくりと一体的に考えなければいけ

ないなと思っています。

宮本委員、竹小保護者として率直に、竹松小学

校のマンモス化や、学校規模の適正化について、

思うところがあれば、何なりと言ってください。

教育委員 宮本 真由美

小学校に子どもが入るときに、ここの校区は竹

松小だから、ここの校区は萱瀬小になるから、こ

この校区は松原小になるからっていう前提で、私

たちの周りはみんなそうやって、まず家を建てま

す。私の子は竹松小に入って、すごく人数が多く

て、これが分散すればいいのにと思って、松原小

が少ない、福重小が少ない、それで例えば竹松小

が分散すればいいのにと思ったときに、校区とい

うのを親たちが決めることはできないのかなって、

ちょっと不思議に思ったことがあります。小学校

に入るときに、黒丸に住んでいるから、あなたは

竹松小学校ですよっていうふうに前々からお知ら

せのカードをいただくのですけども、自分たちで、

例えば子どもの性質とか性格があって、ちょっと

多いところが苦手だから幼稚園は少数のところが

いいって、松原幼稚園に通っていて、突然マンモ

スの竹松小学校に行って、わぁ、こんなに人数が

いるって、子どもがもう行きたくないって言う方

も何人かいらっしゃって、だから今まで通り校区

決めっていうのはもう、市の方から決まっている

のかな、それとも、これからもそうだけど、人も

増えて、福重も増えて、小学校も新しくなれば、

私たちも綺麗なところにやりたいっていうのもあ

るんですけど、その校区決めっていうのを、こち

らの方で選択とかもできるような時代が来るのか

なあと思ったりもします。とにかく子どもが多い

のは、多いメリットもあるし、やっぱりデメリッ

トもあるんですけども、少ないのにもメリットや

デメリットがあるし、そこで今、いろんな選択が

増えている世の中になって、校区とかももしかし

たらそういうふうに選択できるような世の中にな

るのかなと思います。

大村市長 園田 裕史

非常に素晴らしいご意見をありがとうございま

す。1つは、なぜそうなっているかということの

前提としては、校区というのは、いわゆる町内会

というか自分がどこの町内に住んでいるかという

ことが、イコール校区になるので、竹小と富小な

んてわかりやすいと思うのですけど、竹松本町西

に住んでいる子が、いくら富小が近くても竹小で

すね。富の原 2丁目に住んでいる子は、場所によ

っては竹小が近くても富小ですよね。だから、も

う家の前の道で、竹松本町西と富の原 1丁目に分

かれていたのが、今回これで変わることになって、

これが言えば当たり前のように今までされていた

ということです。良くも悪くもですね。僕はいい

と思うことが 1つあって、それは冒頭の町内会の

話じゃないですけど、自分は大川田だったので、

大川田町という町内会、子ども会、アイデンティ

ティがあって、同級生がそこにいて、いいところ

も沢山あると思います。ただ一方で、自分も何気

なくですけど、その当時、30年前ものすごく新し

かった桜が原中学校の方が、大川田から近いんで

すよ。なんで自転車で郡中まで行かないといけな

いんだと思いました。だから、竹松本町西とかな

ってくると、さらにそう思いますよね。だから、

単純にそうだなと思います。もう今はそれが 1周

回って、こういうふうに問題が発生しているとこ

ろもあるのだったら、今宮本委員が言われるよう

に、住んでいるところの町内、地区で一気に線を

引くのではなくて、親御さんや子どもさんの多様

性を持たせてもいいでしょうし、黒丸から私は三

浦に行きたいとか、あまりないかもしれないけど、

じゃあどこまでそれを認めるのかってなるかもし

れないけど、少なくとも校区はいいかもしれない

ですよね。竹小にするか、福重か、松原か、お子

様の特徴によっては、小規模がいいなと思う子も

いれば、もしかしたら松原の子が、竹小がいいと
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いう子もいるかもしれないし、それが非常にいい

お考えだなと。福重小学校がせっかく新しくなる

ことも、黒丸、沖田に家が広がってきていること

も含めてですけど、親御さんの目線からそういう

ご意見が出るというのは有り難いです。

教育委員 宮本 真由美

うちの子ももう小学校 6年生で、終わりではあ

るのですけども、やはりこの 6年間すごく教育っ

ていうのが変わってきたなって。自分のときと比

べるよりも、この 6年間でパソコンの導入になっ

た、担任の先生の関わり方も非常に変わってきた、

昔よく書いていた連絡帳もなくなってきた。この

6年間に本当いろんなことが変わったというのが

あったので、まず学校に行くっていう、その一番

最初の扉というか、自分はここの小学校に行くと

いう、そこの選択肢というか、窓っていうのが、

またそこで学校に行きたい、行きたくない、そこ

は関係ないのかもしれないのですけども 1つ、私

はそこもあるのかなあと個人的に思います。

大村市長 園田 裕史

不登校と直接イコールなところもあるかもしれ

ないし、ないかもしれませんが、やっぱり学校の

規模とか、そこで馴染みやすい、馴染みにくいと

いうのはあると思うので、そこを丁寧に、学校の

規模から、しかも入学前にそれが対処できれば非

常にいいと思います。せっかく規模の適正化とい

うことを考える中で、そこら辺、1つの視点とし

て取り組めたらいいなと思います。教育長、何か

ありますか。

教育長 遠藤 雅己

私はもう市長と考え方が一致していますので、

ほとんど言うことないです。ただ、宮本委員が言

われたように、高校の方も今、行ける学校から行

きたい学校、成績で行ける学校から、今は自分が

行きたい学校に行きたいということで、かなり格

差がついていますよね。もう定員は 0.5 を割って

いるところもあるし。

それと、今はこういう状態になって、義務教育

は果たしてこれでいいのかですね。今日も県議会

の発言を見ていたら、やっぱり親の働き方も様々

になってきて、土曜・日曜が休みじゃないわけで

すよね。その中で子どもたちは、うちは今日家に

お父さんがいるのに学校行かないといけないのか、

となったときに、親が休業を取っているときに、

一緒に休めるような制度も必要になってくるので

はないかなと思います。実はこういうのが子ども

会とか、町内会に繋がってくるのではないかなと

思っているんですよね。やっぱり大村ならではの

教育を市長とまた、教育委員会の方で話していき

たいと思っております。走りだけ今回は伝えてお

きます。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。

教育委員 朝長 昭光

1つは先程の話の続きなのですけれども、三浦

地区は、大村の福祉を受けるのが非常に良いから

と言って、生活圏は諫早だけども、住むのは大村

に住んだ方が福祉を受けられるということで、あ

の辺に諌早から来たりとかして、こっちにはあま

り用事はないと。福祉を受けるためにという人の

話を結構聞きますので、そこのあたりから三浦地

区に人を増やすために、もうちょっとうまくなれ

ば、逆に大村側に呼び戻せる方法もあるかもしれ

ないですよね。

それと私の質問は、特別転入ということは非常

に面白くて、先程聞いたら東大村の設備とか、畜

産とか面白いと思うのですけど、通学はみんなど

うするのですか。親は大変でしょう。だから、親

が駄目ならば結局は諦めるってなるので、何かそ

この対策もあった方が行きやすくなる。今、黒木

とか松原がどうなってるか知りませんけど、これ

について質問したいと思います。

大村市長 園田 裕史

1つは、例えば黒木だったら登下校、朝夕の時

間帯でバスが通っていますので、バスに乗って行

かれている子が多いみたいです。そこを市として
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は補助を出しています。松原もバスがあるのと、

乗り合いタクシーというのを松原は走らせたりし

ているので、それを使って行っている子もいるの

かなと思います。今回、東大村ということになる

と、たぶん東大村ってバスが通っていないんです

よね。だから、今大村市として、バス交通を見直

すとか、乗り合いタクシーを、ということを段階

的に拡大してきていたりするので、そのことと合

わせて考えていかないといけないというのと、あ

とはわりと保護者さんが共働き世帯で、送ったり

というケースもあっているんですかね。そういう

形ですね。公共交通で行く場合は、補助をさせて

もらっていますので、東大村の場合は、公共交通

が脆弱なところもあるので、しっかり考えていき

たいと思います。今、黒木と松原においては、そ

の問題で検討が必要だという状況はないですね。

教育委員 中嶋 剛

今、確かに宮本委員がおっしゃるように、自由

に選べるというときが来るかもわからない。しか

し私自身は、あまりそれは望みません。基本はや

っぱり決められた校区の学校に行くと。しかしや

っぱり、あの子がいるから私は同じ学校に行きた

くないとか、それで結局不登校に陥る子もいるか

もわかりません。だからそういう問題が多々ある

子については、特別に認めるという形の方が学校

としても、今度は何人入ってくるっていう、きち

っとした計画が立てられます。自由選択にすると、

とてもじゃないけど、今度は何名になるんだろう

か、という心配までしなければいけない。そうい

う事態は出てきますよね。だから私自身はまだ、

その自由選択は時期尚早かなと思います。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。郡中学校区とか、竹小

のマンモスということについて、色々ご意見をい

ただきましたけど、その中でいろんな考え方があ

るというのと、今の子ども達の、不登校じゃない

けど幅広い課題を考えていく中で、さっき中嶋先

生が言われたように、どこまで、どういうふうに

対応を細かくできるかということと、大村市の場

合は、今度 4月に東大村が特別転入になれば、東

大村、黒木、松原という形の選択制を持たせると

いうこともあるので、相対的に考えていきたいな

と思います。ただ、先ほどの朝長委員の話でもそ

うですけど、やっぱりまちづくり、人口密集地と

いうことが 1つのイコールとして、学校規模に大

きく関わっていくということを考えたときに、校

区の見直しを、どこで線を引き直すことができる

のかというのは、どちらかというと教育現場とい

うより町内会とかが大きく関わっていくので、慎

重に進めていきたいなと思います。

制服については特にないですかね。宮本委員、

何かありますか。今中学生のお子さんがいらっし

ゃるのですか。

教育委員 宮本 真由美

いないです。ただこの制服で来ているうちの塾

の子もいますけど、誰一人文句とかは言っていな

いです。男の子が学校に行きやすくなったと言っ

ていました。

大村市長 園田 裕史

私も先日髪を切りに行ったら、とにかく中学生

が笑顔で嬉しそうにツーブロックにしてくれと言

うそうで、ずっとツーブロックに切っていると美

容師さんが言われてました。そうですか、やりす

ぎたり変にしてないですか、と言ったら、やっぱ

りしていいと言ったら本人たちも、やり過ぎない

で下さいねって気にして、ちゃんと守ってやって

いますよ、ということでした。もし右が長かった

り左が短かったりする髪形にしてくれと言われた

ら、それは駄目と言って下さい、と言っています。

あと、ポニーテールもＯＫになりました。そうい

う意味では自分たちで意識してくれて、これにつ

いてはいい感じで今進んでいるのかなと思います。

今日はもう 1つ協議事項というか、確認があり

まして、文化芸術の振興策の現状とこれからにつ

いて、というところで共有していきたいと。文化

芸術、スポーツなど、一芸に秀でるに力を入れる
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と言っているから、今こういうことでやっていま

すということで、文化振興課から説明をお願いい

たします。

文化振興課長 大野 安生

それでは資料 4に沿ってご説明します。

まず 1ページの 1.大村市文化・スポーツ振興財

団自主事業についてです。財団が行う芸術文化に

係る自主事業は、指定管理料に含む自主事業予算

713 万円。これはスポーツ事業経費等も含んでお

ります。それを元手に実施されますけれども、そ

の下の（1）令和 5年度事業実績を見ていただきま

すと、その表の中の一番下の行に、同支出:

21,651,305 円とあります。これが、財団が実施し

ている芸術文化事業 12 件に係る事業費です。ただ

し、チケット販売に携わるだけの事業、例えばワ

ールド・ドリームサーカスですとか、NOCE の定演

など共催事業 6件については、表には示しており

ません。来場者数は 5,545 人となっております。

事業費は全体で 2,100 万円を超えておりまして、

指定管理料における自主事業予算より大幅に大き

い額となっております。これは表中の※を付した、

当課からの委託事業である 2件のＯＭＵＲＡブラ

スプロジェクト 計 800 万円や、入場料収入に加え、

重要な点は、助成金収入の獲得が大きいというこ

とで、財団ならではの積極的な事業展開がなされ

ております。下段の方は、令和 6年度の事業計画

11 件で、令和 5 年度と同じように、総事業費は

23,484,500 円の計画となっております。先程と同

じで、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）コン

サートと、合計は省かせていただいております。1

番の説明は以上ですけれども、そのあともずっと

続けてよろしいでしょうか。

それでは 2ページの上の段、2.令和 6年度文化

振興課が行う芸術・音楽に係る事業及び予算につ

いてです。左列に、文化活動振興事業、市民ギャ

ラリー運営事業等 6件を掲げています。上の方か

ら見ていきますと、文化活動振興事業は、文化基

金を活用した補助事業で、市民の文化活動や小中

学生の遠征費補助を行っております。市民ギャラ

リー運営事業は、同施設を運営する運営協議会に

運営費を補助しています。子ども芸術文化活動事

業は、NOCE を活用した、小学校 5年生を対象とし

た生の音楽鑑賞事業です。音楽があふれるまちづ

くり事業は、NOCE 及び文化スポーツ振興財団に対

し、市民が気軽にクラシックとブラスバンド音楽

に接する機会をつくる事業です。ＯＭＵＲＡキッ

ズブラスは、この事業の中で文化スポーツ振興財

団と藤重音楽指導官によって誕生しました。他に

文化スポーツ振興財団が行う鉄道コンサート事業

があります。国民文化祭開催事業は、令和 7年 9

月 14 日から 11月 30 日まで、第 40回国民文化祭、

第 25 回全国障害者芸術・文化祭合わせたところの、

ながさきピース文化祭 2025 の開催に向けて、本市

実行委員会の開催経費の他、また、その前年とな

ります今年度はプレ事業として、本市初となる長

崎県美術展覧会の移動展を11月 30日から12月 3

日までコミセンで実施する経費を盛り込んでいま

す。その下が事務費でして、市展に付随するもの

となっております。次に下段 3.まちかど市民ギャ

ラリーの運営と経費についてです。ギャラリーの

開設は平成 14 年 5 月です。緊急雇用対策事業とし

て、国の補助金を活用して空き店舗対策の効果も

合せてまして、3年間の市の事業として始まりま

した。ギャラリーへの改装は、当時商工費で実施

され、その後、当課が事業を行うことになりまし

た。3年を経まして、事業を終了する予定でした

けれども、市民の要望から民間で運営協議会を組

織し、民間が行う事業に対して市から補助を行う

ということで、ギャラリーは存続することになり

ました。中央商店会会長を会長として、副会長、

常任理事、理事、監事、事務局員で組織されてお

ります。令和 5年度決算で、355 万 4 千円の運営

費に対し、300 万円という大変高い率の補助を行

っております。使用料収入が 55 万 3 千円。主な支

出である店舗借り上げ料は 132 万円、賃金 122 万

4 千円です。市と運営協議会との間で、当初から
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の確認し合っている事項としまして、修繕費等は

使用料収入を積み立てて基金化して賄うこと。そ

れから、協議会の方が、美術館ができるまでを合

言葉に頑張って運営されており、その運営費につ

いては、市の補助金と使用料収入をもって充てる

というふうに規約でなっております。市ではこれ

に応えて、毎年変わらず補助金を交付しておりま

す。これまではスポットライトの導入、エアコン

の故障や壁紙の張り替え、明り取り窓の封鎖、展

示台の修繕、スポットライト等のＬＥＤ化など、

財政的に厳しい中でも、創意工夫や関係者の協力

によって、少しずつながら自力で目に見える改良

を加えていることに、会の皆さんは充実感、満足

感を持って事に当たっております。現時点で修繕

を要するなど、困っている点はないと聞いており

ます。ただ、協議会による運営となって年数が経

ち、設置当初の意識が薄れてきているようにも私

は感じておりましたので、5月にあった協議会総

会に私もお邪魔しまして、そのあたりのことも含

め、改めてお話したところ、常任理事の中から、

減少する利用者、使用料への対策など、自分たち

で改善・改革が必要だとの前向きな意見をお聞き

し、一定の理解を得られたと感じております。

次に 3ページ、4.市長表敬時の激励費について

です。九州大会・全国大会に出場する者が、市長

を表敬訪問した際に、出場を激励する意味で現金

を差し上げるものです。現在の支給基準は、スポ

ーツを参考として比較しております。スポーツが

先行して始まったものでしたので、それと他市町

の情報をもとに参考にして、文化についても設定

しました。そのうち（1）の対象大会の下線部※の

ところですけれども、現地へ赴かなくてもよいも

の、つまり優劣の競い方が、絵画や書など作品の

出品方式のもの、それから、特定流派、茶道・華

道などの特例流派主催のもの。それと、応募者全

員が参加できるもの、つまり勝ち抜き制ではない

ものです。対象者は、1つは市内住所、市内小中

学校、市内活動拠点を置く団体、もう 1つは本市

出身の市外小中高に通う者です。それから、この

会議に入る前に判明したこととしまして、スポー

ツでは、成績優秀の事後の表敬訪問には、お祝い

金と名前を変えて差し上げているとのことでした

けれども、文化の場合は、事前事後であっても激

励費として差し上げておりますので、その点は実

質のところの差はございません。しかしながら先

ほど申し上げた、芸術文化の下線部の 1番目、現

地へ赴かなくても参加できる作品出品方式。これ

は他県、他市町を見ても除外しておりましたので、

それに倣ったものですけれども、そのジャンルで

頑張っている方は、その限りにおいて激励を差し

上げる機会がないという現状でもあります。です

がお祝い金の概念は、赴かなくても、というこの

場合に対しては馴染めるのではないかと思います

ので、今後は美術や書を想定とした、現地へ赴か

なくても参加できる場合を追加しようと考えてお

りますが、いかがでしょうか。皆さんのご意見を

伺いたいと思います。（2）、（3）は支給額と実績で

す。支給額は、文化・スポーツは同額となってお

ります。実績は、件数に大きな差がございます。

最後に 4ページ、5.文化活動の遠征費について

です。上の段は（1）遠征費補助の要件及び助成の

表です。これもスポーツの遠征費が先行していた

ので、その後文化の、特に中学校吹奏楽部を取り

上げる意図から、スポーツを参考に文化が後追い

したものとなります。さらに昨年度、スポーツの

中体連主催大会に対する補助のあり方に合わせる

ため、中文連の下位にある吹奏楽連盟の主催大会、

つまり吹奏楽コンクール、マーチングコンテスト、

アンサンブルコンテスト、これらが吹奏楽部の最

も中心となる大会ですが、従来、補助率 2分の 1

としてあったものを、中文連主催大会同等の扱い

に格上げして、宿泊金額と限度額の範囲内であれ

ば、実質全額補助となる改正を行って、さらに人

数制限 50 人までを撤廃するなど、部活動に係る保

護者負担を大幅に軽減するようにしました。国際

大会については設定しておりません。（2）は予算
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及び実績です。以上で説明を終わります。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございます。協議といいますか、今

芸術文化にも力を入れようということで、特に 2

年ほど前から音楽があふれるまちづくり事業とい

うことで、藤重先生にも音楽指導官として、大村

に 1つの立場をとって関わっていただいているこ

とから、特にキッズブラスであったり、中学校の

吹奏楽部の指導であったり、いろいろ関わってい

ただいています。そういったきっかけを作って、

子どもたちのみならず、大人もみんな音楽に触れ

る、文化に触れるというところに力を入れたいと

思います。今、大野課長からありましたけど、シ

ーハットの自主事業とかについては、1つは長岡

館長がいらっしゃって、幅広い自主事業を今やっ

ていただいて、特に先般ゴールデンウィークに、

郡中学校に go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）

のセイヤ君という卒業生が来て、母校を訪問して

ドラムを叩いてくれましたけど、彼らは今度、武

道館も 2日間、大阪城ホールも 2日間、本当に売

れっ子の 1つのアーティストが大村市から誕生し

てるということで、私も当日行きましたけど、会

場にも終わった後にも、当時の小学校の担任の先

生が来たり、校長先生が来たり、大村工業の先生

が来たり、近所の子が来たりということで、彼の

人柄もあったんでしょうけど、本当に竹小・郡中

の誇りだ、という形で非常にいい取組だったなと

思います。こういったことを長岡館長を中心に、

幅広く自主事業としてやっていただいているので、

市としても、幅がもっと増えるように進めていき

たいなと思っています。

まちかど市民ギャラリーは私も時々行くんです

けど、今大野課長から、総会に出てまた当初の目

的を再確認してきましたということがありまして、

もちろん自分たちで自活して、役所が入りすぎる

と面白くないし、制限をかけ過ぎてしまうから、

それはよくないので自由にやってくださいという

のが一番いいと思うんですね。ただ私も行くんで

すけど、壁紙が剥がれたり、生け花を置く台がボ

ロボロだったりするので、それについては来年度

僕らがてこ入れしようか、とは言っていたんです

けど、そこら辺を確認して持続的に使っていただ

けるようにお手伝いできるところはしようかなと。

そうしないと、大村市は美術館がないので、とよ

く言われるんですけど、ただ、ぜひ皆さんも機会

があったら立ち寄っていただきたいです。市民の

皆さんが自分たちの作品を展示して、来てもらう

っていう会をするというのは、ものすごく敷居が

低くて、よく使っていただいていると思います。

なので、もう少し充実できるものだったら充実を

しようかなあと思っています。

文化振興課長 大野 安生

先ほどご指摘があった壁紙、展示台、全て昨年

度の事業内で修繕して、今はもう満足いくように

なっているということですので、今現在のところ、

全てクリアしてるということで、昨日も現場を見

てきました。

大村市長 園田 裕史

せっかくしようかなと思ったのに、よかったん

ですかね。私もまた確認してきます。ありがとう

ございます。

それと 4番と 5番は、私が市民の方から、市長

はスポーツばっかりいつも応援して、文化も応援

くださいと怒られまして、すみませんと言って、

早急に取り組みますということで、これも新しく

教育長と大野課長に作っていただいて、文化で頑

張っている子たちにも、激励費と遠征費を出すと。

もう本当に申し訳ない、特に大中の吹奏楽とか九

州大会にしょっちゅう行っていたのに、吹奏楽部

には遠征費の補助ができていなかったんですよ。

それで申し訳ないなと思って、昨年の 10 月から、

郡中が九州大会に行くときに間に合うように改正

して出しました。九州大会だから、熊本ぐらいだ

からそんなにお金がということではなかったんで

すけど、おかげさまで文化についても、スポーツ

と同じように遠征費や激励費を出すようにしまし
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た。ところが、先ほど課長からあったように、絵

とか、将棋とか囲碁とか、勝ち上がりじゃなくて

も参加できるものがあるんですね。スポーツも勝

ち上がりじゃないものには出していないんですよ。

さっき大野課長からあった、現地へ赴かなくても

参加できたものでも、大会が勝ち上がりだったら

出そうじゃないか、出していいですかという話で

すか。

文化振興課長 大野 安生

先ほど市長がおっしゃったのは、絵画とか囲碁

将棋ですが、囲碁将棋は勝ち上がりなので、全く

問題ないです。ただ、書とか絵画とか作品だけが

行って、向こうで審査されて上がっていくもの、

他県他市町では、それは対象外になっているんで

す。ですけど、その分野で頑張る人はいつまで経

ってももらえないという現状もあるということに

なるので、そこを改善するのであれば、絵画や書、

現地へ赴かなくても上がっていくものについても

拾ってはいかがでしょうか、という提案をいたし

ました。

大村市長 園田 裕史

ぜひ拾いたいと私は思っています。この間、富

の原小学校の女の子が、歯の絵を書いて日本一に

なったんですよ。ところが彼女も絵だけ行ってい

るから、この前来てくれたとき何もプレゼントで

きなかったから、石井筆子の本をプレゼントした

んですけど、申し訳なかったなと思ったんです。

あとは、諫早高校に通う女の子が、油絵で猫を描

いて、九州チャンピオンになったんですけど、こ

れも絵だけ行っているんですね。だからお祝いは

出せなかったんですよね。絵だけ行っても審査で

勝ち上がっているから、勝ち上がりとして出した

いと思っていまして、よろしいですか。

教育委員 中嶋 剛

ちょっと質問いいですか。市長に表敬訪問をす

るときの金額ですね、或いは次の最終ページの、

遠征費の補助金。これは他市を参考にして決めた

と、これはよくわかりましたが、この金額、或い

は補助額というのは、他市と比べてどうなんでし

ょうか。

大村市長 園田 裕史

私からお答えさせていただきますが、自信を持

って、他市と比べて充実していると言えると思い

ます。といいますのが、これはスポーツに合わせ

てもらっているから、スポーツのことで言います

けど、大村市以外の市町は、例えば、九州大会に

行ったら 5万円、全国大会に行ったら 10万円をす

ぐその場で先に渡すんですよ。だから、早くもら

えるから他の市町がいいと言われる方もいるので

すが、大村市の場合は精算払いです。だからもし

仮に九州大会に行って、6万 5千円かかった場合、

領収書を出してもらって 6万 5千円きっちり払い

ます。全国大会に行って 11 万 2 千円かかったら、

11 万 2 千円、領収書をもらってきっちり払うので

すよね。だから現金が親御さんの手元に行くのは

後にはなるけど、他市町でよくやっている、九州

大会 5万、全国 10 万とか、もうその時点でやるお

金で終わりなんです。我々は、かかった費用を全

額精算しているので、行くことに関しては、旅費・

宿泊費というものを全部、応援させていただいて

るという立て付けになっていますね。

文化振興課長 大野 安生

確かに県内調べますと、おそらく大村市が一番

高額に差し上げていますし、中文連関係で、全額

補助というふうに持っていったのは、まず大村市

しかありませんし、なかなか追随できるものでは

ないと思います。その分支出が、今まで 2分の 1

としていたものが 2倍になってきますので、元手

の文化基金の方が心配になります。

大村市長 園田 裕史

ここについては、スポーツ、文化、芸術を応援

するとこれだけ言っているのだから、絶対抜けが

あったら駄目だと思って、僕も散々確認しました。

それで一定網羅できていると思います。今回この

総合教育会議の中で、絵画とか書とか、勝ち上が

りと取られるものが、いいじゃないかと応援いた
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だいているので、しっかりそこをまた応援したい

と思います。それと加えて、例えば野球の大会で

県大会を勝ち上がって、1位は全国大会、2位も全

国大会、3位は九州大会という場合があります。

ところが、これは昔野球の大会であった事例なの

ですが、1位は神宮球場でします。2位は高野山で

全国大会があります。3位は北九州市で九州大会

があります。ただ、これがおかしな話で、1位と 3

位は旅費を出していました。なぜかというと、野

球連盟が主催しているからです。でも 2位の大会

は高野山で、お寺が主催しているからここには出

せないという制度だったのです。そしたら、3位

の子たちには出るのに 2位には出ない。だったら

2位にならない方がよかったと子どもたちが言っ

ていました。それはそうだろう、おかしな話だか

ら、それは駄目だと言って、ちゃんと勝ち上がり

で上へ行ったら、1位・2位・3位に出すようにと

すぐに変えました。

細かい話ですけど、そのぐらいの力を入れようと

思っています。

今日も時間がオーバーしてしまって、またこの

後の教育委員会にご迷惑おかけして申し訳ありま

せん。一旦総合教育会議はこれで終わりたいと思

うんですけど、冒頭私が長々とお話させていただ

いた不登校の問題、不登校というか、不登校とい

う括りじゃない、子どもたちを取り巻く変化。学

校、家庭、社会、地域、こういう幅広い議論で、

また近く開催できればと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。

企画政策部長 山中 さと子

それでは次第「4 その他」に移ります。何かご

ざいませんでしょうか。

企画政策課長 三岳 和裕

企画政策課から、お知らせをさせていただきた

いと思います。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

第 1条の 3に基づき策定しております、大村市教

育大綱の期間、終期が今年度末ということになっ

ておりますので、今後、新たな大綱の策定に向け

て取り組んでいきたいと思っており、この総合教

育会議の中でも協議、調整をさせていただきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。

以上でございます。

教育委員 朝長 昭光

ここで言っていいかわかりませんが、富松神社

の宮司の久田松君が同級生なんですけど、松林飯

山の本を書いて、非常に内容がよく調べていてと

てもいいので、ぜひこういう本は、大村市内だけ

でも子どもたちにも読んでほしいと思います。本

当はテレビドラマとかで使われたら非常に嬉しい

んですけれども、何かの形で広がればなと思いま

した。

大村市長 園田 裕史

ありがとうございました。私も宮司から寄贈い

ただきましたので、しっかり読ませていただきた

いと思っています。

企画政策部長 山中 さと子

他にございませんでしょうか。次回の総合教育

会議の日程ですが、次回は 8月を予定しておりま

す。教育委員会 8月定例会と同じ日に開催いたし

ますので、後日ご案内をさせていただきます。

それでは以上をもちまして、令和 6年度第 1回

総合教育会議を終了いたします。本日は誠にあり

がとうございました。


